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☆
令
和
３
年
中
青
梅
警
察
署

　
　
　管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害

　
　
　
　
　
（
11
月
７
日
現
在
）

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
13
件
発

生
し
て
お
り
、
被
害
額
は
約

１
４
０
１
万
円
で
す
。

　
特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
９
件
、
被
害
防
止
金
額
は

９
９
６
万
円
で
す
。

◎
年
末
・
年
度
末
は

　
　
　還
付
金
詐
欺
に
要
注
意

　
年
末
や
年
度
末
は
、
還
付
金

詐
欺
の
被
害
が
多
発
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

　
犯
人
は
み
な
さ
ん
の
ご
自
宅

に
電
話
を
か
け
、「
保
険
料
（
医

療
費
）
の
還
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
」「
期
限
が
過

ぎ
て
い
る
が
、
今
日
な
ら
手
続

き
が
で
き
る
」
な
ど
と
言
っ

て
、
み
な
さ
ん
が
誰
か
に
相
談

を
し
た
り
、
確
認
を
し
た
り
す

る
時
間
を
と
ら
せ
な
い
よ
う
に

言
葉
巧
み
に
騙
そ
う
と
し
て
き

ま
す
。

　
そ
の
後
犯
人
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ

誘
導
し
、
電
話
で
指
示
を
し
ま

す
。
指
示
通
り
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操

作
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に
は

み
な
さ
ん
の
口
座
か
ら
犯
人
の

口
座
へ
、
お
金
を
振
り
込
む
手

続
き
が
完
了
し
て
し
ま
う
の
で

す
。

　
還
付
金
詐
欺
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
、
つ
ぎ
の
対
策
を
今
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
知
ら
な
い
番
号
か
ら
の
電
話

に
出
な
い
。

・
電
話
に
出
て
し
ま
っ
た
時
は
、

一
旦
切
っ
て
確
認
し
て
か
ら
折

り
返
す
。

・
不
審
な
電
話
が
あ
れ
ば
、
警

察
へ
連
絡
す
る
。

　
更
に
、
警
視
庁
で
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
の
犯
人
か
ら
の
指
示
を
防
ぐ

た
め
に
、『
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
Ａ
Ｔ

Ｍ
で
の
携
帯
電
話
』
対
策
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
は
携
帯
電
話
で

通
話
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」

を
社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
定
着

さ
せ
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

　
　ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
都
と
区
市
町
村
で
は
、
安
定

し
た
税
収
と
納
税
の
公
平
性
確

保
を
目
指
し
て
、12
月
の
「
オ
ー

ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月

間
」
の
期
間
中
、
都
と
区
市
町

村
が
連
携
し
、
納
期
内
納
税
の

取
組
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
個
人
都
民
税
対
策
課
　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
３
９

☆
年
末
年
始
に
お
け
る

　
　
　
　窓
口
業
務
の
ご
案
内

　
都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
・

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
・
自
動
車
税
事
務
所
で
の

都
税
の
申
告
・
納
付
・
証
明
な

ど
の
発
行
は
、
年
末
は
12
月
28

日
（
火
）
ま
で
、
年
始
は
１
月

４
日
（
火
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

12
月
29
日
（
水
）
か
ら
１
月
３

日
（
月
）
ま
で
の
間
に
申
告
書
・

申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
な
ど

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た

め
に

５
万
円

　
瀧
上

　
　
登

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
小
丹
波
）

５
万
円

　
中
村

　
　
豊

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
川
　
井
）

【
ふ
る
さ
と
納
税
】

財
政
運
営
資
金
の
一
端
（
一

般
寄
付
）
と
し
て

１
万
円
　
牧
内
　
大
雄
　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
青
　
梅
）

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係
　
☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
メ
ー
ル
警
視
庁
】

　
警
視
庁
で
は
、
各
地
域
で

発
生
し
た
「
犯
罪
発
生
情

報
」
や
犯
罪
を
防
ぐ
た
め
に

必
要
な
「
防
犯
情
報
」
を
メ
ー

ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
登
録
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
、
自

動
返
信
さ
れ
た
メ
ー
ル
の
操

作
案
内
に
従
っ

て
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

【
東
京
都
農
業
振
興
事

務
所
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
蜜
蜂
を
飼
育
し
て
い
る
方
へ

　
蜜
蜂
の
飼
育
を
す
る
場
合

は
、
養
蜂
振
興
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
飼
育
の
届
出
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
毎
年

１
月
末
ま
で
、
も
し
く
は
、
飼

育
開
始
日
が
決
ま
っ
た
時
点
で

飼
育
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
申
請
書
の
様
式
お
よ
び
提

出
先
は
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
農

業
振
興
事
務
所
振
興
課
畜
産
担

当☎
０
４
２
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８
）
４
８
６
８

カ
ッ
ト

関
係
機
関
お
知
ら
せ

21

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.816 2021 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

☆
令
和
３
年
中
青
梅
警
察
署

　
　
　管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害

　
　
　
　
　
（
11
月
７
日
現
在
）

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
13
件
発

生
し
て
お
り
、
被
害
額
は
約

１
４
０
１
万
円
で
す
。

　
特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
９
件
、
被
害
防
止
金
額
は

９
９
６
万
円
で
す
。

◎
年
末
・
年
度
末
は

　
　
　還
付
金
詐
欺
に
要
注
意

　
年
末
や
年
度
末
は
、
還
付
金

詐
欺
の
被
害
が
多
発
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

　
犯
人
は
み
な
さ
ん
の
ご
自
宅

に
電
話
を
か
け
、「
保
険
料
（
医

療
費
）
の
還
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
」「
期
限
が
過

ぎ
て
い
る
が
、
今
日
な
ら
手
続

き
が
で
き
る
」
な
ど
と
言
っ

て
、
み
な
さ
ん
が
誰
か
に
相
談

を
し
た
り
、
確
認
を
し
た
り
す

る
時
間
を
と
ら
せ
な
い
よ
う
に

言
葉
巧
み
に
騙
そ
う
と
し
て
き

ま
す
。

　
そ
の
後
犯
人
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ

誘
導
し
、
電
話
で
指
示
を
し
ま

す
。
指
示
通
り
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操

作
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に
は

み
な
さ
ん
の
口
座
か
ら
犯
人
の

口
座
へ
、
お
金
を
振
り
込
む
手

続
き
が
完
了
し
て
し
ま
う
の
で

す
。

　
還
付
金
詐
欺
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
、
つ
ぎ
の
対
策
を
今
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
知
ら
な
い
番
号
か
ら
の
電
話

に
出
な
い
。

・
電
話
に
出
て
し
ま
っ
た
時
は
、

一
旦
切
っ
て
確
認
し
て
か
ら
折

り
返
す
。

・
不
審
な
電
話
が
あ
れ
ば
、
警

察
へ
連
絡
す
る
。

　
更
に
、
警
視
庁
で
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
の
犯
人
か
ら
の
指
示
を
防
ぐ

た
め
に
、『
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
Ａ
Ｔ

Ｍ
で
の
携
帯
電
話
』
対
策
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
は
携
帯
電
話
で

通
話
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」

を
社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
定
着

さ
せ
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

　
　ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
都
と
区
市
町
村
で
は
、
安
定

し
た
税
収
と
納
税
の
公
平
性
確

保
を
目
指
し
て
、12
月
の
「
オ
ー

ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月

間
」
の
期
間
中
、
都
と
区
市
町

村
が
連
携
し
、
納
期
内
納
税
の

取
組
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
個
人
都
民
税
対
策
課
　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
３
９

☆
年
末
年
始
に
お
け
る

　
　
　
　窓
口
業
務
の
ご
案
内

　
都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
・

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
・
自
動
車
税
事
務
所
で
の

都
税
の
申
告
・
納
付
・
証
明
な

ど
の
発
行
は
、
年
末
は
12
月
28

日
（
火
）
ま
で
、
年
始
は
１
月

４
日
（
火
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

12
月
29
日
（
水
）
か
ら
１
月
３

日
（
月
）
ま
で
の
間
に
申
告
書
・

申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
な
ど

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た

め
に

５
万
円

　
瀧
上

　
　
登

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
小
丹
波
）

５
万
円

　
中
村

　
　
豊

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
川
　
井
）

【
ふ
る
さ
と
納
税
】

財
政
運
営
資
金
の
一
端
（
一

般
寄
付
）
と
し
て

１
万
円
　
牧
内
　
大
雄
　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
青
　
梅
）

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係
　
☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
メ
ー
ル
警
視
庁
】

　
警
視
庁
で
は
、
各
地
域
で

発
生
し
た
「
犯
罪
発
生
情

報
」
や
犯
罪
を
防
ぐ
た
め
に

必
要
な
「
防
犯
情
報
」
を
メ
ー

ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
登
録
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
、
自

動
返
信
さ
れ
た
メ
ー
ル
の
操

作
案
内
に
従
っ

て
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

【
東
京
都
農
業
振
興
事

務
所
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
蜜
蜂
を
飼
育
し
て
い
る
方
へ

　
蜜
蜂
の
飼
育
を
す
る
場
合

は
、
養
蜂
振
興
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
飼
育
の
届
出
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
毎
年

１
月
末
ま
で
、
も
し
く
は
、
飼

育
開
始
日
が
決
ま
っ
た
時
点
で

飼
育
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
申
請
書
の
様
式
お
よ
び
提

出
先
は
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
農

業
振
興
事
務
所
振
興
課
畜
産
担

当☎
０
４
２
（
５
４
８
）
４
８
６
８

カ
ッ
ト

関
係
機
関
お
知
ら
せ

21

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.816 2021 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

☆
令
和
３
年
中
青
梅
警
察
署

　
　
　管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害

　
　
　
　
　
（
11
月
７
日
現
在
）

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
13
件
発

生
し
て
お
り
、
被
害
額
は
約

１
４
０
１
万
円
で
す
。

　
特
殊
詐
欺
の
未
然
防
止
件
数

は
９
件
、
被
害
防
止
金
額
は

９
９
６
万
円
で
す
。

◎
年
末
・
年
度
末
は

　
　
　還
付
金
詐
欺
に
要
注
意

　
年
末
や
年
度
末
は
、
還
付
金

詐
欺
の
被
害
が
多
発
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

　
犯
人
は
み
な
さ
ん
の
ご
自
宅

に
電
話
を
か
け
、「
保
険
料
（
医

療
費
）
の
還
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
」「
期
限
が
過

ぎ
て
い
る
が
、
今
日
な
ら
手
続

き
が
で
き
る
」
な
ど
と
言
っ

て
、
み
な
さ
ん
が
誰
か
に
相
談

を
し
た
り
、
確
認
を
し
た
り
す

る
時
間
を
と
ら
せ
な
い
よ
う
に

言
葉
巧
み
に
騙
そ
う
と
し
て
き

ま
す
。

　
そ
の
後
犯
人
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ

誘
導
し
、
電
話
で
指
示
を
し
ま

す
。
指
示
通
り
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操

作
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に
は

み
な
さ
ん
の
口
座
か
ら
犯
人
の

口
座
へ
、
お
金
を
振
り
込
む
手

続
き
が
完
了
し
て
し
ま
う
の
で

す
。

　
還
付
金
詐
欺
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
、
つ
ぎ
の
対
策
を
今
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
知
ら
な
い
番
号
か
ら
の
電
話

に
出
な
い
。

・
電
話
に
出
て
し
ま
っ
た
時
は
、

一
旦
切
っ
て
確
認
し
て
か
ら
折

り
返
す
。

・
不
審
な
電
話
が
あ
れ
ば
、
警

察
へ
連
絡
す
る
。

　
更
に
、
警
視
庁
で
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
の
犯
人
か
ら
の
指
示
を
防
ぐ

た
め
に
、『
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
Ａ
Ｔ

Ｍ
で
の
携
帯
電
話
』
対
策
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　「
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
は
携
帯
電
話
で

通
話
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」

を
社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
定
着

さ
せ
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
納
期
内
納
税
に

　
　ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
都
と
区
市
町
村
で
は
、
安
定

し
た
税
収
と
納
税
の
公
平
性
確

保
を
目
指
し
て
、12
月
の
「
オ
ー

ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月

間
」
の
期
間
中
、
都
と
区
市
町

村
が
連
携
し
、
納
期
内
納
税
の

取
組
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
個
人
都
民
税
対
策
課
　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
３
９

☆
年
末
年
始
に
お
け
る

　
　
　
　窓
口
業
務
の
ご
案
内

　
都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
・

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
・
自
動
車
税
事
務
所
で
の

都
税
の
申
告
・
納
付
・
証
明
な

ど
の
発
行
は
、
年
末
は
12
月
28

日
（
火
）
ま
で
、
年
始
は
１
月

４
日
（
火
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

12
月
29
日
（
水
）
か
ら
１
月
３

日
（
月
）
ま
で
の
間
に
申
告
書
・

申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

都
税
事
務
所
・
都
税
支
所
な
ど

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等

受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た

め
に

５
万
円

　
瀧
上

　
　
登

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
小
丹
波
）

５
万
円

　
中
村

　
　
豊

　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
川
　
井
）

【
ふ
る
さ
と
納
税
】

財
政
運
営
資
金
の
一
端
（
一

般
寄
付
）
と
し
て

１
万
円
　
牧
内
　
大
雄
　
様

　
　
　
　
　
　 

 

（
青
　
梅
）

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係
　
☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
メ
ー
ル
警
視
庁
】

　
警
視
庁
で
は
、
各
地
域
で

発
生
し
た
「
犯
罪
発
生
情

報
」
や
犯
罪
を
防
ぐ
た
め
に

必
要
な
「
防
犯
情
報
」
を
メ
ー

ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
登
録
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
、
自

動
返
信
さ
れ
た
メ
ー
ル
の
操

作
案
内
に
従
っ

て
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

【
東
京
都
農
業
振
興
事

務
所
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
蜜
蜂
を
飼
育
し
て
い
る
方
へ

　
蜜
蜂
の
飼
育
を
す
る
場
合

は
、
養
蜂
振
興
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
飼
育
の
届
出
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
毎
年

１
月
末
ま
で
、
も
し
く
は
、
飼

育
開
始
日
が
決
ま
っ
た
時
点
で

飼
育
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
申
請
書
の
様
式
お
よ
び
提

出
先
は
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
農

業
振
興
事
務
所
振
興
課
畜
産
担

当☎
０
４
２
（
５
４
８
）
４
８
６
８

カ
ッ
ト

関
係
機
関
お
知
ら
せ


